
はじめに

平成 21 年 12 月 15 日に、企業の農業参入の要件緩和など「平成の農

地改革」とも呼ばれる新農地法が施行され、その 1 年後の平成 22 年 12

月に本書の第 1 版にあたる「企業のための農業参入の手続と申請書類作

成の実務」を発行させていただきました。その後、平成 26 年 5 月に「新

規農業参入の手続と農業生産法人の設立・運営」、平成 28 年 5 月に「改

訂版 新規農業参入の手続と農地所有適格法人の設立・運営」、令和 2

年 5 月に、「3 訂版新規農業参入の手続と農地所有適格法人の設立・

運営」を発行させていただきました。

このようななか、農業界では、法改正とともに企業の新規参入がます

ます増え、参入した企業の数は令和 6 年 1 月 1 日時点で 4,544 法人にま

で達しました。平成 21 年の農地法改正前は 311 法人でしたので、参入

法人数は 15 年でおよそ 15 倍にまで増加しています。

また、企業だけでなく個人の新規就農についても、平成 24 年度より、

45 歳未満 (2019 年度より 50 歳未満）の新規就農者に対して給付金が支

給される「青年就農給付金制度（現：農業次世代人材資金）」が開始さ

れ、平成 24 年度の農業外からの新規就農者は前年の 2,100 人に対し

3,010 人、その後は毎年 3,500 人前後を維持し、令和 5 年は 3,830 人とな

りました。なかでも若年層の新規就農者の増加が顕著にみられました。

さらには、従来からある農業（農作物の生産販売＝第一次産業）だけ

にとどまらず、加工販売、レストラン、サービス業等を含めた、いわゆ

る農業の 6 次産業化も進み、法制度面でも、平成 22 年の六次産業化法

施行、各種の支援策も創設されました。

加えて、平成 28 年 4 月より、農地を所有できる農業生産法人が農地

所有適格法人へと名称が変わり、その要件も大幅に緩和され、特に出資

規制が緩和されることで、 6 次産業化を含めた農業ビジネス事業体の出

現、増加が見込まれます。このように、今、農業を取り巻く環境は大き

く変わりつつあります。



一方、農地・農業に関する法制度体系は、複雑でわかりにくく、情報

も限られています。このことが、新規に農業参入したいと考える企業の

方、個人の方にとっても、まだまだ大きな障害になっているとも感じま

す。

本書では、今後ますます増えるであろう農業参入について、これまで

の書籍の内容を最新の法令にあわせて修正するとともに、主に法制度面

から農業参入後の運営・経営にも役立てていただけるよう、認定農業者

制度、六次産業化法、農薬取締法、食品衛生法、有機JAS 制度等につ

いても言及しています。

農業参入を考える企業担当者の方、個人で新規就農を目指す方はもち

ろん、これらの手続きを行う専門家、申請を受ける官公署関係の方にも

ご活用いただけるよう、根拠条文、根拠通知等の提示に心がけ、各種書

式も多数掲載しております。

本書により、農業参入、新規就農が適切に進み、皆さま方の経営の発

展、地域の発展、ひいては日本農業の発展の一助になりましたら幸いで

す。

令和 8 年 4 月

行政書士 田中康晃
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章

農業を取り巻く最近の動向

本書は、農業参入に関する書籍ですので、主として「これから

農業を始めよう」とお考えの方に向けて、その手続きと運営等に

ついて解説をさせていただいております。本題である「農業参入

手続」については、第 1 章以降に詳しく解説させていただくとし

て、ます、あらためて皆さまが取り組もうと考えている新規農業

参入の現状について、解説していきたいと思います。
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................................................................ 

新規就農者の推移
................................................................ 

①農外からの新規農業参入企業の増加
平成 21 年に農地法の改正があり、企業（法人）の農業参入のハード

ルが大きく下がりました。これ以降、令和 6 年 1 月までに、 4,544 社も

の企業（法人）が、新たに農業を始め、地域の農業の担い手としても、

着実に広がり、定滸しつつあります。

ちなみに、改正前の企業（法人）の参入数は平成 21 年 12 月までで

311 社と、改正後の増加が顕著にみられます。

●一般法人の農業参入の動向（農林水産省のホームページより）

4,600 
4,5“` 

4、400 4,202 
4、200 NPO法人写 4,121 

4,000 3,867 1,129 

3,800 特僚有限会社 3,669 

3,600 
•株式会社

1四5,,i

3,400 3,286 92S 

3,200 3,030 891 I 碍1

3,000 
リース方式による 叶 474 457 

2,800 讐入の全面g由化
2,676 

午9
2,600 （平底21年12月） 7サ

451 

2,400 
2,344 
6S1 

匹
2,200 2,029 

2,000 573 ヨnl

1,800 ] 1,734 4” 匹

1,600 1,426 417 317 

1,400 磁

1,200 1,052 322 『
1,000 761 氾r 
800 

139 戸I l ↓“1$ゎ
600 427 

400 
311 t 

200 

Lr 
゜ H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 HlO H31 R2 R3 R4 RS R6 

注 1 令和 5年証査から纂計方法を変更したことに伴い、実績を精査。
注2 法人数は延ぺ数（複数市町村で貸借している場合は、市町村ごとに計上）。



第 1 節新規就農者の推移

●農業参入したリース法人の件数（都道府隈別）

プロック 都道府県
件数

（基準時点においてリース方式で農槃を継続していた法人に脹る）

北海迅 北海迅 107 107 
青森県 76 

岩手惧 60 

東北
宮城県 36 
秋田嗅 42 

山形只 67 

福島只 165 446 

茨城県 155 

栃木惧 74 

群馬嗅 103 

埼玉膿 263 

関東
千葉屎 131 

東京都 26 

神奈川県 115 

山梨惧 210 

長野牒 201 

静岡牒 273 1.551 
新潟惧 115 

北陸
冨山県 22 

石川県 33 

福井惧 33 203 
岐阜惧 93 

東海 愛知惧 170 

＝聾惧 89 352 

滋笠県 27 

只都府 111 

近畿
大阪府 77 

兵庫慄 270 

奈良県 66 

和歌山揉 90 641 
烏取呪 72 

島根屎 64 

岡山瞑 138 

広島惧 143 

中国四国 山口惧 67 

徳島屎 28 

香川惧 45 

愛媛惧 86 

高知県 66 709 
福岡県 137 

佐賀呪 25 

長崎屎 58 
九州 熊本閲 79 

大分惧 79 

宮崎惧 48 

鹿児品惧 64 490 
沖縄 沖縄惧 45 45 
合計 4,544 4,544 

令和 6 年 1 月 1 日時点

資料：農林水産行経営局調べ
※件数は延ぺ数（複数市町村で貸借している場合は、市町村ごとに計上）。重複を除いた場合は、 3,995 法人。
※石川屎は災害の影響により報告できない市町を含む。
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図l 農外からの若年新規参入者数の増加
（個人）

平成 24 年より、 45 歳未満 (2019 年度より 50 歳未満）の新規就農者

に対して、給付金が支給される「青年就農給付金制度（現：農業次世代

人材資金）」が始まりました。この制度には、「準備型」「経営開始型」

と呼ばれる 2 つのタイプがあり、どちらも独立自営就農をする事等を条

件に、研修期間最大 2 年（準備型）、就農後最大 5 年（経営開始型）の

最大計 7 年間にわたり、年間最大 150 万円の給付金が支給されるもので

す。

雁用、新規自営、新規参入者を含む、すべての新規就農者数は、平成

23 年 58,120 人、令和 5 年 43,460 人となっていますが、これを新規参入

者でみると、 2,100 人から 3,830 人へと大きく増加しております。

●新規就農者数
単位：人

就農形態別

区分 計
新規※

自営農業 I 新規雇用
49 歳以下 I 就座者丘面る正i

平成 27 年 65,030 23,030 51,020 12,530 10,430 7,980 3,570 2,520 

28 60,150 22,050 46,040 11,410 10,680 8,170 3,440 2,470 

29 55,670 20,760 41,520 10,090 10,520 7,960 3,640 2,710 

30 55,810 19,290 42,750 9,870 9,820 7,060 3,240 2,360 

令和元 55,870 18,540 42,740 9,180 9,940 7,090 3,200 2,270 

2 53,740 18,380 40,100 8,440 10,050 7,360 3,580 2,580 

3 52,290 18,420 36,890 7,190 11,570 8,540 3,830 2,690 

4 45,840 16,870 31.400 6,500 10,570 7,710 3,870 2,650 
5 43,460 15,890 30,330 6,420 9,300 6,880 3,830 2,590 

※ 農家世帯員で調査期日前 1 年間の生活の主な状態が「学生」から「自営典業への従事
が主」になった者および「他に雇われて勤務が主」から「自営農業への従事が主」に
なった者

18 



第 1 節 新規就農者の推移

これまでの新規就農者は、ほとんどが農家の子息（新規自営就農者）

でしたが、農家出身ではない農外からの就農者（新規参入者）の割合も、

少しずつ大きくなってきています。今後もこの傾向は続くものと思われ

ます。

● 49 歳以下の新規就農者数の推移（就農形態別）

（千人）
25 r 23.0 

2.5 
20 

5

0

5

 

1

1

 

8.0 

12.5 

22.1 

竿

8.2 

11.4 

20.8 

2.7 . 
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10.1 

19.3 
2.4 . 
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゜平成 27 年 28

18.5 

盆
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1 8.4 

2.6 

7.4 

18.4 

2.7 

8.5 

16.9 
2.7 . 

7.7 

15.9 

門新規参入者
6.9 新規雇用

就楼者

6.4 1 新規自営
腹業就腹者

器
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29 30 令和元 2
 
3
 
4
 
5
 

注：千人単位で表記し、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と内訳の計は一致し
ない場合がある。

●年齢別新規参入者数
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●経営の円任者・共同経営者別、男女別新規参入者数

単位：人

経営の責任者
男女別

・共同経営者別
区分 計

共同
49歳以下

経営の
男 女

責任者 経営者

令和 4年 3,870 2,650 3,470 400 3,150 720 

5 3,830 2,590 3,490 340 3,050 770 

増減率（％） • 1.0 • 2.3 0.6 • 15.0 • 3.2 6.9 

構成比（％）

令和 4年 100.0 68.5 89.7 10.3 81.4 18 6 

5 100.0 67.6 91.1 8.9 79.6 20 1 

注：令和 6年能登半畠地震の影響により調査を実施していない石川県の 6 市町の新規参入

者数については、令和 5 年の調査結果に含まれないため、前年値との比較には留意が

必要である。
以上、農林水産省統計「令和 5 年新規就農者調査」



第 2節 その他の農業に関する動向

................................................................ 
その他の農業に関する
動向

................................................................ 

田国家戦略特区から構造改革特区（全国
展開）へ

国家戦略特区とは、国が特区内において規制改革をすすめ特区をモデ

ル地域として指定するもので、平成 28 年 9 月に農業においては兵躯県

旋父市等がモデル地域として指定されました。

その後、令和 5 年 9 月に構造改革特区へ移行され、贅父市以外の市町

村においても、全国的に利用することが可能となりました。特区におい

ては、以下のように1塁地法等の規制緩和が行われています。

(1) 農業委員会と市町村の事務分担

市町村と農業委員会の同烈に基づき、市町村内全域の農地について、

農地法 3 条 1 項本文に掲げる権利の設定または移転に係る牒業委員会の

事務の全部を市町村長が行うこととされています。

(2) 農地所有適格法人の要件緩和

役貝の過半が農業の常時従事者でかつその過半が農作業に従事すると

いう要件だったものを、牒作業に従事する役員が一人いれば、農地所有

適格法人と同様の扱いとするものです。

(3) 農家レストランの農用地区域内設置容認

同一市町内で生涯される農畜産物またはそれを原材料として製造加工

したものの提供を行う農家レストランについて、牒業用施設として、農

業者が農用地区域内に設置することを可能とするものです。

農
業
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さらに今後の提案としては、農地所有適格法人のさらなる要件緩和と

して、

①股業者以外の議決権を1/2 以上にする

②此業以外の売上高が l /2以上でも認める

等が挙がっています。
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